
北 広 島 市 手 数 料 徴 収 条 例 の 一 部 改 正 に つ い て 

（通知カードと個人番号カードの再交付手数料の追加） 

 

１ 改正の概要について 

 平成 25年 5月 24 日に成立した「行政手続における特定の個人を識別するための番

号の利用等に関する法律」（マイナンバー法）の規定により、平成 27 年 10 月から「通

知カード」、平成 28年 1月から「個人番号カード」の交付が開始されます。 

 交付に伴い、カードの紛失等による再交付が考えられることから、再交付手数料を

設定するものです。どちらも初回交付手数料は、無料です。 

  

２ 改正の内容について 

【通知カード】 

項 目 説     明 

内 容 

  

「通知カード」は、国民一人一人の個人番号を通知するために、 

平成 27年 10 月から住民登録先の住所に送付される紙のカードです。 

本人（法定代理人も可）申請により「個人番号カード」が交付され 

るまで、その代わりとなるものです。初回交付の手数料は、無料です。 

 

改正案 

 

北広島市手数料徴収条例に下記を追加します。 

区分 手数料の種類 単 位 金 額（円） 

市長 通知カードの再交付 1枚につき 500 

 

金額設定の理由  総務省が示した購入原価等に基づく再交付手数料 

の相当経費と同額に設定しています。 

 

 

【個人番号カード】 

項 目 説     明 

内 容 

  

「個人番号カード」は、個人番号と氏名・住所・性別・生年月日・ 

本人の写真を記録したＩＣチップ付きカードで、本人確認及び個人 

番号を証明できるものとして、平成 28年 1 月から申請により交付 

されます。初回交付の手数料は、無料です。 

 



項 目 説     明 

改正案 

 

北広島市手数料徴収条例に下記を追加します。 

区分 手数料の種類 単 位 金 額（円） 

市長 個人番号カードの再交付 1枚につき 800 

 

金額設定の理由  総務省が示した購入原価等に基づく再交付手数料 

の相当経費と同額に設定しています。 

 

 

【住民基本台帳カード】 

項 目 説     明 

内 容 

 

平成 28 年 1月から現行の「住民基本台帳カード」に代わり「個人 

番号カード」が交付されることにより、「住民基本台帳カード」の 

交付及び再交付が平成 27年 12 月 31 日をもって終了となります。 

 

改正案 

 

北広島市手数料徴収条例から下記を削除します。 

区分 手数料の種類 単 位 金 額（円） 

市長 
住民基本台帳カードの 

交付及び再交付 
1枚につき 500 

 

 

３ 今後のスケジュールについて 

日 程 今 後 の 日 程 

平成 27 年 7 月 15 日 

   ～ 8 月 14 日 
パブリックコメントの実施 

平成 27 年 8 月 下旬 パブリックコメント検討結果の公表 

平成 27 年 8 月 28 日 平成27年第3回（9月）定例会に提案 

平成 27年 10 月 5 日 
マイナンバー法が施行 

条例の施行及び通知カードの再交付手数料を適用 

平成 27年 12 月 31 日 住民基本台帳カードの交付及び再交付手数料を廃止 

平成 28年 1 月 1 日 個人番号カードの再交付手数料を適用 



４ 近隣市の状況について 

自治体名 
徴収の 

有無 
手数料の金額 議会 施行期日の予定 

石狩市 
徴収 

する 

通知カード   500 円 

個人番号カード 800 円 

9 月 

議会 

通知カードは、 

平成 27 年 10 月 

個人番号カードは、 

平成 28 年 1 月 

恵庭市 
徴収 

する 
同 上 

6 月 

議会 

通知カードは、 

平成 27 年 10 月 

個人番号カードは、 

平成 28 年 1 月 

千歳市 
徴収 

する 
同 上 

9 月 

議会 

どちらも 

平成 28年 1月（検討中） 

江別市 
徴収 

する 
同 上 

9 月 

議会 

どちらも 

平成 28年 1月（検討中） 

 

 

個人番号カードの再交付に伴う電子証明書の再発行についても、別途 200 円の手数

料がかかります。この手数料は、市ではなく国が定めたもので、今回の意見募集の対

象とはなりません。 

国から委託を受けた地方公共団体情報システム機構から、市町村がさらに委託を受

け徴収し、その料金は全てシステム機構に納付します。 

 

 


